
有

　※　職員数とは、保育に従事している人数です。（短時間勤務職員を含む場合もあります）

給食

保育に従事する者
の数及び資格

保育室等の構造
設備及び面積

食品の保存に関し、適切な措置を講じること。

月極契約乳幼児数に対して必要な有資格者を配
置すること。

重要

調理室の区画は、扉を閉める等運用面に注意す
ること。

軽微

職員に対し、安全計画について周知するととも
に、研修及び訓練を定期的に実施すること。

保育室だけでなく乳幼児の出入りする場所には、
危険防止に対する十分な配慮をすること。

　※土曜日、行事等においてお弁当持参の場合もありますので、直接園にお問い合わせください

【指導事項】 立入調査日　令和 7 年 12 月 4 日
項目 立入調査時の改善指導項目 備考 区分 改善確認

【食事形態】 自園調理 〇 ケータリング お弁当

4

　（☆１）　その他の内訳　幼稚園免許0人　　子育て支援員1人　　その他保育従事者2人

【提供するサービス内容】
一時預かり保育 夜間保育

24時間保育 病児保育

【職員数】
保育士 看護師 准看護師 その他（☆１） 計

1 0 0 3

【通常開所時間】 7：30～18：00 7：30～12：00

【時間外開所時間】

〇

【定員】 21

平日 土曜日 日・祝祭日

【賠償責任保険加入状況】

【指導監督を満たしている証明書】 平成29年4月5日 ※証明書返還の見込み 有

【受入年齢】
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 就学前 学童

〇 〇 〇 〇 〇 〇

【施設・設備】 （構造） 鉄筋コンクリート造
（保育室の面積） 34㎡
（園庭） 無

【設置者・設置主体】 大城　節子 【管理者】 大城　節子

【事業開始年月日】 平成26年6月2日

大城にこにこ園・学童

【所在地】 那覇市古島2丁目26番地19  (1階) 【電話番号】 098-887-7929

保存食
の不備 重要

献立に従った調理を適切に行うこと。 軽微

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等
について周知すること。

重要

重要

安全計画を策定すること。
マニュアル

の不備 重要

軽微

職員の健康診断を採用時及び年に１回実施する
こと。

項目の不足 重要

健康管理・安全確保



※上記の指導事項欄は令和 7 年度立入調査後の指導事項です。その後改善があった場合は、改善確認
欄に記載します。

※区分に示す重要・軽微は国基準に基づいています。（重要：重要な事項　軽微：比較的軽微な事項）

※【受入年齢】【定員】は直近の運営状況報告書又は立入調査時の最新を記載しています。

施設のサービスを利用しようとする者が見やすい
場所に掲示すること。

1項目内容
不十分 軽微

指導事項更新日　令和 8 年 1 月 29 日

※記載内容は、施設から提出された運営状況報告書及び立入調査結果に基づいており、現時
　点の状況と異なる場合がありますので、利用する前に必ず施設にお問い合わせください。

備える帳簿等 労働者名簿を整備すること。 重要

利用者への
情報提供

健康管理・安全確保
事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、
定期的な訓練を実施すること。

重要


